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研究成果の概要（和文）：社会的に排除された若者の移行支援の課題を明らかにした。彼・彼女
らの「生きづらさ」の背後には、生活世界を構成する諸コミュニティの断片化がある。したが
って移行支援のためには断片化したコミュニティを再統合することが必要であるが、そのため
には多様性が保障された新たな媒介的コミュニティを構築することが有効であること、および
そのコミュニティを中心にした地域的な支援システムを構想することが必要であることを明ら
かにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
We have focused on the following issues in this research. 

(1) What are behind difficulties the excluded youth are facing? 

(2) How should we design a support system for the excluded youth? 

By intensive analyses on support activities and system, we have concluded followings: 

(1) In the cases of the excluded youth, almost all cases, communities of which his/her 

life-world consists are fragmented. 

(2) To recover from such structure, a flexible and diverse community produced by 

supporting organization is essential. It works as a mediation to change his/her life-world 

and self-schema. 

(3) To design supporting system, it is important to begin not from the view points of 

institution, but totality of his/her life-world. In this way, we can improve 

“Capability”(A.Sen) in their communities 
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１．研究開始当初の背景 
 いわゆる「ニート・フリーター」問題とし
て語られる「若者問題」は、単なる就労支援
にとどまらず、グローバリゼーションが進展
した段階における社会システムの再デザイ
ンの必要性を示唆している。 
 本研究開始時点では、既に職業的自立支援
に焦点化した支援政策が展開していたが、同
時にそのような支援策では解決できない課
題をもった若者たちの存在が明らかになり
つつあり、若者自立塾や若者サポートステー
ションに代表されるような社会的自立をも
視野に入れた支援策が着手され始めていた。 
 しかし、社会的自立支援の課題や方法をめ
ぐっては、必ずしも理論的実践的に見通しが
あったわけではない。例えば、宮本みち子は
いち早く若者の包括的自立支援としての社
会生活全般にわたる自立支援の必要性を主
張し、平塚真樹・佐藤洋作は社会関係資本
（Social Capital）の形成が重要であること
を指摘していたが、それらの支援策に不可欠
な契機やエンパワメントの論理はまだ解明
されないままであった。 
 そこで、本研究では社会的に排除された若
者として、ひきこもり・非行を経験した若者、
日本において異文化対応を余儀なくされて
いる若者を主たる対象として、その生きづら
さの背後にある問題を抽出すること、そして
「回復」や「自立」の経験に即して、いかな
る支援がどのような意味で意味をもったの
か、さらに自立支援のための社会的なサポー
トシステムをどのように設計すべきかに焦
点を当てて、実践過程の分析を行うことにし
た。また英米において社会的に排除された若
者たちの支援に関心を寄せる研究者を交え
て、日英米の比較研究も進めることにした。 
 
２．研究の目的 
 第一の目的は、社会的排除の過程と論理を
実証的に明らかにすることである。社会的排
除は、その帰結としての貧困に至る動態過程
を指す概念であるが、そこでは経済的要因の
みならず社会的・文化的規定性が作用してい
る。社会的な自立支援は、社会的包摂と言い
換えてもよいが、その戦略を具体化するため
には、社会的に排除された当事者の視点から
実行可能な諸課題を確定するという実践的
な視点が不可欠である。生きづらさの構造が
分析の焦点になる。 

 第二に、社会的自立支援における社会関係
資本の意義を検討することがある。社会関係
資本はパットナムの提起以来、制度的パフォ
ーマンスや地域経済発展の規定要因として
注目され、政策的手段としても関心を呼んで
いる。しかし、その概念は現状では多義的で
あり、したがって当事者のエンパワーメント
にとっての意義も曖昧なままである。本研究
では、社会関係資本として議論されている次
元の重要性を認めつつも、社会的に排除され
た若者たちの自立の論理を追うことによっ
て、社会関係資本概念の再検討（再定義）を
行う。 
 第三に、以上を踏まえて、社会的自立支援
のための教育・福祉システムを形成するため
の課題について明らかにすることを目的と
した。 
 
３．研究の方法 
(1)生きづらさの構造と支援実践の論理の検
討 
①当事者インタビュー 
 初年度はパイロットスタディとして、非
行・ひきこもりを経験した若者たち１０名へ
のインタビューを行い、生きづらさの構造に
関する仮説を導出した。 
 その結果を踏まえて、２年度・３年度には、
４つの若者支援施設で 23 名の若者へのイン
タビューを行った。第一次インタビューは２
年度に実施し、トランスクリプトおよびそれ
をもとに作成した生活史年表を協力者に示
した後に、第二次インタビューを３年次に実
施した。第二次インタビューでは、「人生曲
線」を協力者に作図して頂き、当事者に意識
された自己の状況の変化を述べて頂いた。 
 第二次調査は、支援を受けたことによる当
事者の変化を明らかにすること、および自己
の解読を研究者との協働によって試みるこ
とを意図して実施した。 
②支援者調査 
 第一次調査では、支援実践における課題設
定と支援の方法（アセスメント、プログラム、
評価、連携等）についての概要把握を行った。
２年次末には第二次調査として、当事者イン
タビュー協力者に関する支援経緯に関する
ヒヤリングを実施した。３年次には当事者イ
ンタビュー結果を踏まえて、協力者に関する
ケースカンファレンスを実施した。 
 



(2)社会的企業および地域就労支援調査 
①社会的企業調査 
 社会的自立支援と職業的自立支援が交わ
る位置にあるのが、社会的企業である。対象
にした支援組織は、いずれも地域の企業や農
家等と連携するか、あるいは独自に就労機会
を創造している。これらの就労の意義を 
明らかにするため、就労支援に課題を限定し
た調査を実施した。調査内容は、就労支援の
実際とその意義、および経営状況である。 
②社会的企業の国際比較調査 
 社会的企業の国際的な先進地域が北アイ
ルランドである。若者支援の領域でも数多く
の支援組織が就労支援との連携をとって社
会的自立支援に取り組んでいる。第二年次に
は、この点に関する比較調査を実施した。 
③地域就労支援調査 
 現状では、社会的企業はまだ発展途上であ
り、むしろ就労支援に社会的自立の視点から
取り組むことにより、同様の社会的意義が形
成されるように思われる。そこで、釧路市と
大阪府和泉市・豊中市における地域就労支援
の実態を検討した。 
 
(3)異文化対応を余儀なくされる若者の支援
実践調査 
①夜間中学・定時制高校の実践調査 
 社会的に排除される若者の典型例が外国
籍を有する若者や文化的に非主流の若者た
ちである。今日では、夜間中学や定時制高校
などで彼・彼女への積極的な支援が開始され
ている。その実態を実践者との協働で検討し
た。 
②この課題は、米国では移民の若者の学習支
援としていち早く追求されてきた。その経験
に学びつつ、比較研究を進めた。 
 
(4)若者自立支援に関する国際比較研究 
 第三年次には、英国・米国から研究者を招
聘し、国際ワークショップを開催し、以上の
研究の総括を行った。 
 
４．研究成果 
(1)生きづらさの構造の解明 
①移行概念の再定義 
 通常は移行を「学校から職場への移行」な
どと、空間的な移動に焦点を当てて語ること
が多いが、この理解では、移行（transition）
とその過程における人格の変化・発展
(transformation)とを結びつけ難いため、移
行を「自己の構成する世界が変容すること」
として定義した。当事者の世界は複数のコミ
ュニティから成り立つため、世界の変容はコ
ミュニティ間の関係変化と切り離せない。そ
こで、移行概念をさらに分節化し、学校や家
庭、地域などの様々なコミュニティを行き来
する移動を共時的移行と呼んだ。ここでは移

行をコミュニティの境界横断としても理解
できる。境界横断の度に、活動の対象や動機
は変化し、それに伴い出来事の意味も変わる。 
②共時的移行の困難と生きづらさ 
 第一に、共時的移行が困難になれば、通時
的移行（主導的コミュニティの変化）が困難
になることを 23 名の若者へのインタビュー
調査から明らかにした。 
 第二に、諸コミュニティの境界横断の困難
性の背後には、コミュニティが相互に断片化
している状況があることを確認できた。これ
は非行でも、ひきこもりでも、場合によって
は高校中退でも同様に生じていた。 
 第三に、そのような状況で、場合によって
は心の傷を負うような「自己」の危機が生じ
ていたが、そこに作用する論理を説明するた
めに、次のような枠組みを提起した。 
 自分の世界を構成する諸コミュニティが
断片化する状況に陥ると、自分の心の中に住
む他者（心の中で声を発する自己内他者）の
声が不協和音のように響くようになる（自己
Ⅰ）。 
 このような自己内他者の分裂状態を解消
するために、当事者の様々な意識的・無意識
的対応（防衛機制を含む）が繰り広げられる。
その延長上には、不協和音に悩む自己とは異
なる理想化された自己あるいは規範的に設
定された自己像（自己Ⅱ）が、かすかに描か
れている。 
 しかし、自己Ⅰの現実と向き合うことがで
きないため、自己Ⅱは実現の可能性を持たず、
現実の自己と未来の自己を統合する主体と
しての自己（自己Ⅲ）は分裂し、消耗し、や
がて統一を諦める。ここに至ると、未来とい
う時間軸も消失してしまう。 
 23 人のライフヒストリーに即して、このよ
うな論理は実証できたと考えている。 
 
（2）支援実践の論理 
 移行過程で現象する「生きづらさ」の本質
を以上のように理解すると、支援実践の課題
は共時的移行の困難の解決をサポートする
ことと言ってよい。4 つの調査研究によって
見出された一連の論理は以下の通りである。 
①緊急避難対応 
 共時的移行の困難が増大し、自己の回復力
が機能しなくなるような状況に陥った場合、
緊急避難としてその状況から隔離するよう
な対応が必要である。安全が確保され、安心
できる場が提供されること、それまでに無意
識のうちに高められていた当事者の防衛機
制を解除するための、カウンセリング等に見
られるような個人を単位とした集中的支援
が必要である。 
②身体の解放への働きかけ 
 フラグメントした自己内他者を協働的な
他者（私たち）に組み替えていくためには、



協働的活動が可能になる身体を回復するこ
とが必要である。遊び（あるいはアート）の
ような情動反応を伴う協働活動を通して身
体が解放され、その協働の経験を通して新た
な身体、つまり協働的活動が可能になる身体
が徐々に形成される。 
③媒介的コミュニティの形成支援 
 フラグメント化した諸コミュニティの中
に、新たな媒介的コミュニティを位置づける
ことによって当事者の世界が解読され、変容
する可能性が生ずる。そのようなコミュニテ
ィは、多様な動機に基づき多様な目的を設定
し得る自由度を持つこと、及び当事者たちが
自分たちで構成できる場であることを必須
とする。当事者による「場づくり」への支援
は「何もしない支援」として特徴づけられる。 
④自己の対象化 
 様々な専門的知識の学習に加えて、同様の
経験を積み重ねた仲間との対話の中で、自己
の経験を分析し、意味を理解する枠組みが研
ぎ澄まされていく。自己の経験の普遍性を理
解することが、対象化の内実である。そのた
めには、「当事者研究」（浦河べてるの家）の
ような研究・調査活動から仲間とのインフォ
ーマルな話し合いまでの実践の幅の広さが
必要である。 
⑤社会との「和解」あるいは「赦し」 
 自分を排除した社会の限界を理解し、その
先にある社会との関わりで自分の経験の意
味を再解釈することが一部の若者に見られ
た。これを暫定的に「赦し」と呼ぶことにし
たが、それに向けた支援も視野に入れる必要
がある。 
 
（3）支援システムの課題 
①包括的支援システムの到達点 
 以上の課題に対応するような包括的支援
ネットワークの形成が日本においても進展
している。ネットワーク形成の起点は、保
健・福祉領域に設定されることが多く、その
場合は障がい者福祉実践の経験（自助会・親
の会・就労支援・地域生活支援等々）が基盤
となって支援実践およびそのネットワーク
が構築されている。ひきこもり支援の先進事
例とされる和歌山県田辺市の取り組みがこ
の典型である。 
 他方、若者支援では、教育的支援が不可欠
になる。資格取得・職業教育はもとより、補
償教育や人格的自立支援等の多様な教育機
能が要請されるが、保健・福祉を基盤とする
ネットワーク形成では、この側面への対応が
必ずしも十分ではない。ところが、教育行政
の側での若者支援への取り組みはまだ限ら
れた事例に留まり、それも不登校問題との関
連に主たる関心が寄せられている（高知県・
京都市）。夜間中学・定時制高校における外
国籍の若者支援のように、より包括的な課題

を意識した教育実践が展開している例もあ
るが、そこではネットワーク形成は必ずしも
進んでいない。 
 そのような中で、学校の保護機能や教育相
談機能、あるいは生活指導・進路指導機能を
出発点にした支援団体では、より包括的な民
間支援ネットワーク（家族支援から就労支援
までの working together と joined up）を
形成していた。今後は、このような事例を公
的に支援することならびに保健・福祉ネット
ワークとの接合を図ることが必要である。 
②若者支援と地域就労支援 
 就労支援は個別支援組織単位のみならず、
当事者の生活圏域を単位とした地域就労支
援としても考えられる必要がある。媒介的労
働市場あるいは「中間労働」と言われるよう
な福祉就労と一般就労の間に位置する就労
機会は、福祉・教育機能と経済機能との中間
にもあり、就労機会を提供する側との課題意
識の共有が不可欠である。日本でもそのよう
な地域的な取り組みが出現しており、北海道
と大阪府のいくつかの自治体の取り組みは、
ヨーロッパで「社会的経済」と呼ばれる内実
を形成しつつあった。それらの特徴は、生活
保護世帯・母子世帯等の自立支援にあたって、
社会的自立支援の必要性を強く意識してい
ること、およびその際に生活を構成する主体
としての当事者の力量形成を重視している
ことにあった。 
 このような取り組みは社会的経済を意識
的に追求してきた北アイルランドでも同様
に見られる。しかし、そこでは社会的企業を
維持するためのコストが削減され、育成され
た社会企業の自主化が求められる状況が生
まれつつある。その結果、包括的自立支援の
ネットワーク機能が弱体化するという現象
も見られる。日本で形成されつつある地域就
労支援が同様の帰結を迎えるか否かは不明
であるが、その焦点は地域就労支援としての
社会的経済の公共性にある。その際に、本研
究で明らかにしたような若者支援実践の構
造を踏まえて、地域就労支援の固有の意義を
検討することが必要であろう。 
 
（4）社会関係資本からケイパビリティへ 
 以上のような当事者の自立とその支援実
践、および支援システムを踏まえれば、それ
らのデザインにあたって、「社会関係資本」
として語られる領域が重要であることは改
めて確認できる。しかし、社会関係資本は、
論者によって主体像＝社会像に大きな差異
があり、カテゴリーとしては多義的なままで
ある。そこで、課題の共有と協働による解決
のプロセスとしての協同性の発展と、それに
対応する正義規範の変容、それを媒介にした
信頼関係の変化という三層を区分し、この構
造的な関連を問うことが実践分析上、有益で



ある。 
 このような視点から見れば、Ａ．センとＭ．
ヌスバウムによって提起されたケイパビリ
ティ概念を敷衍し、当事者の自立を保障する
場およびネットワークを協働によって構築
する可能性に焦点を当てる事が必要である
ように思われる。それを暫定的に「発達的ケ
イパビリティ」と呼んだが、その多寡が当事
者の自立を規定するとすれば、それを拡充す
ることが政策対応の要点として浮上するで
あろう。 
 
（5）国内外における位置と課題 
 移行支援研究については、既に乾彰夫らに
よる当事者のライフストーリーの縦断的な
追跡があるが、本研究はそれを基盤にしつつ、
支援実践および支援システムの意義と再構
成の課題をも包括的に明らかにした点で、固
有の意義を有する。 
 国際的にみても社会的排除に抗する主体
の形成に関する実践論理の解明は今後の課
題であり、本研究が示唆する点は大きい。今
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